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6/7「負担増に対抗する学習決起集会」が開催さ

れ、国保・介護・後期高齢者医療110番連絡会と社

保協の加入団体などから38人が参加しました。

国保料は引き下げ、後期、介護保険料は引き上げ

佐藤道生連事務局長が今年度の国保料の特徴を説

明。2018年度は都道府県移行によって、保険料の

決め方が変わり、1世帯平均では5208円の引き下げ

となりました。医療分・後期支援分・介護分のいず

れも前年より下がっています。

後 期 高 齢 者 医 療（2018-19）と 介 護 保 険 料

（2018-20）の特徴について、斉藤札幌社保協事

務局長が説明。後期医療は新たに軽減に該当する一部の人以外は全員が引き上げ（年金168万円で年3400

円増）、介護保険料は全世帯が引き上げで、基準額では7,152円の引き上げです。

国保世帯は減少し、滞納世帯などが見えにくくなっている、都道府県移行で道内47.5％自治体が引き上げ

三浦国保・介護・後期高齢者医療110番連絡会事務責任者が国保世帯の現状と、110番運動のこれから、

国保都道府県化の動向について説明。国保世帯の減少に伴い、滞納世帯も数字の上では減少して困難な世帯が

見えにくくなっており、毎月の相談会への参加者も減っていること、しかし困難な世帯が必ずしも減ったわけ

でなく、私たちの運動や宣伝が行き渡っていないので、6月の相談会は宣伝を強化して取り組もうと提起しま

した。また、国保都道府県化開始で、道内では52.5％の自治体は保険料が引き下げか据え置き、47.5％の自

治体が引き上げになること、市町村と道に対する運動について述べました。

発言の中では、介護について、「高くない年金の中で保険料を上げられ、サービスが抑制されるのは納得で

きない」、「総合事業利用者が、事業所からデイサービスの風呂をやめると言われた」等が出されました。

【西区社保協】6/14西区社保協は「国保の都道府県化で国保

はどうなるか？」の学習会を開催。加入団体から24人が参加しま

した。斉藤札幌社保協事務局長が講演し、都道府県化のねらいが

公的医療費の抑制にあり、そのために医療費が増大すると保険料

に跳ね返る介護保険のような制度にしていくことなどが紹介され

ました。参加者からは新しい制度で納付金や保険料がどのように

決まるのか、わかったなどの感想が出されました。

【豊平区社保協】6/16豊平区社保協の21回定期総会が開催さ

れ、30人余が参加しました。記念講演では、勤医協本部福原宏課

長が「子どもから高齢者まで格差・貧困が全世代に」のテーマ

で、医療介護をはじめとした負担増や高齢者の孤立、子どもの貧

困などの現状を紹介し、国や自治体への要求運動の重要性を話し

ました。総会では加入各団体の活動報告も行われ、提案された総

括と方針、予決算、役員が全体で確認されました。また、終了後

は会場近くの国道で、「安倍内閣退陣！」の宣伝をしました。



２０１８年度 札幌市国民健康保険料 2018.6.07

（１） 国民健康保険料計算式

① 国保料国保料国保料国保料はははは、、、、医療分医療分医療分医療分＋＋＋＋後期支援金分後期支援金分後期支援金分後期支援金分＋＋＋＋介護分介護分介護分介護分（40～64（40～64（40～64（40～64才才才才））））のののの合計額合計額合計額合計額ですですですです。

それぞれに計算式が違います。

② 世帯各人の所得から３３万円を引いた額の合計を出します。

③ 医療分の所得割額と均等割・平等割額を計算します。

④ 支援金分の所得割額と均等割・平等割額を計算します。

⑤ ４０才～６４才までの人がいれば介護分の計算をします。

⑥ 応益割（均等割と平等割）には、所得により軽減制度があります。（２）（３）参照

⑦ 合計したものが、１年間の国保料となります。限度額は ９３９３９３９３万円万円万円万円（＋（＋（＋（＋４４４４万円万円万円万円））））ですですですです

A 医療分保険料 （１０円未満切りすて）

①所得割額 （各人の所得－３３万の合計額）×９９９９．．．．０９０９０９０９％％％％ （＋０．０６％）

②均等割額 加入者数 ×１７１７１７１７，，，，１３０１３０１３０１３０円円円円 （－８０円）

③平等割額 １世帯につき３１３１３１３１，，，，６４０６４０６４０６４０円円円円 （－４３０円）

①＋②＋③＝医療分 （限度額５８万円） （＋４万円）

B 後期医療支援金分保険料 （１０円未満切りすて）

①所得割額 （各人の所得－３３万の合計額）×２２２２．．．．９６９６９６９６％％％％ ）（＋０．０１％）

②均等割額 加入者数×５５５５，，，，５８０５８０５８０５８０円円円円 （－１００円）

③平等割額 １世帯につき１０１０１０１０，，，，３００３００３００３００円円円円 （－２９０円）

①＋②＋③＝支援金分 （限度額１９万円） （同額）

C 介護分保険料（４０才～６４才） （１０円未満切りすて）

①所得割額 （各人の所得－３３万の合計額）×２２２２．．．．６０６０６０６０％％％％ （－０．６％）

②均等割額 介護保険２号被保険者数×５５５５．．．．３９０３９０３９０３９０円円円円 （－１．２８０円）

③平等割額 加入１世帯につき７７７７．．．．６８０６８０６８０６８０円円円円 （－１．７６０円）

①＋②＋③＝介護分 （限度額１６万円） （同額）

３つの保険料を１７年度と比較してみます。単身４０才～６４才までのケース

A + B ＋C＝国保料としての賦課額

①所得割額 料率１４１４１４１４．．．．６５６５６５６５％％％％ ［－００００．．．．５３５３５３５３％％％％］ （前年１５．１８％）

②均等割額 ２８２８２８２８，，，，１００１００１００１００円円円円 ［－１１１１．．．．４６０４６０４６０４６０円円円円］ （前年２９，５６０円）

③平等割額 ４９４９４９４９，，，，６２０６２０６２０６２０円円円円 ［－－－－２２２２．．．．４８０４８０４８０４８０円円円円］ （前年５２，１００円）

限度額限度額限度額限度額９３９３９３９３万円万円万円万円 （前年限度額８９万円）

（２） 法定軽減医療分・支援金分基準表（表１）
＊ 医療分と支援金分の均等割と平等割額をあわせた保険料の軽減額です。

＊ 201201201201８８８８年年年年４４４４月月月月からからからから控除額控除額控除額控除額がががが増増増増えてえてえてえて下記下記下記下記のののの表表表表のののの様様様様になりましたになりましたになりましたになりました。。。。５割は１人5.000円、２割は１人１万増

＊ １９５３年（昭和２８年）年１月１日以前に生まれた人《２０１８年（平成３０年）１月１日には６５才》で年金が

ある場合は１５１５１５１５万円控除万円控除万円控除万円控除とれます。この１５万円控除は、軽減判定だけ使用されます。保険料計算で

は使いません。

＊ 自営業者の専従者給与（控除）額は、事業所得の必要経費に含めません。

＊ 障害年金・遺族年金・雇用保険・退職所得などは含みません。

所得 給与 保険料 （前年比） ６５才未満 ６５歳以上

７ １人世帯 ３３万円 ９８万円 １９、３９０円 ［-270］ １０３万 １６８万円

割 ２人世帯 ˝ ˝ ２６．２００円 ［-330］

軽 ３人世帯 ˝ ˝ ３３．０２０円 ［-370］

減 ４人世帯 ˝ ˝ ３９．８３０円 ［-430］

５ １人世帯 ６０．５万 １２５．５万 ３２，３２０円 ［-450］ １３０．５万 １９５．５万

割 ２人世帯 ８８万 １５３万 ４３．６８０円 ［-540］ １６７．３万 ２２３万

軽 ３人世帯 １1５．５万 １９０万 ５５．０３０円 ［-630］ ２０４万 ２５０．５万

減 ４人世帯 １４３万 ２３０万 6６、３９０円 ［-720］ ２４０．６万 ２７８万

２ １人世帯 ８３万 １４８万 ５１．７２０円 ［-720］ １６０．６万 ２１８万

割 ２人世帯 １３３万 ２１５．７万 ６９、８８０円 ［-870］ ２２７．３万 ２６８万

軽 ３人世帯 １８３万 ２８７．１万 ８８．０５０円 ［-1010］ ２９４万 ３１８万

減 ４人世帯 ２３３万 ３５８．５万 １０６．２２０円 ［-1150］ ３６０．６万 ３７５．６万

＊基本料金は 1人 64.650円、2人 87360円、3人 110.070円、4人 132.780円

＊医療分・支援金分のみの均等割と平等割額の保険料の軽減額です。

＊均等割・平等割を計算し軽減割合を掛けます。１０円未満切り捨ててす。

＊＊＊＊合計所得合計所得合計所得合計所得３３３３３３３３万円万円万円万円をををを越越越越えるとえるとえるとえると、、、、所得割額所得割額所得割額所得割額がががが別別別別にかかりますにかかりますにかかりますにかかります

（３） 法定軽減介護分基準表 ２号保険者（表２）

人数 基本保険料 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

１人 １３，０７０円 ３．９２０円 ６．５３０円 １０，４５０円

２人 １８，４６０円 ５，５３０円 ９，２３０円 １４，７６０円

３人 ２３，８５０円 ７．１５０円 １１，９２０円 １９．０８０円

４人 ２９，２４０円 ８，７７０円 １４．６２０円 ２３．３９０円

（基本料前年比 1人－３０４０円、２人－４３２０円、３人－５６００円、４人－６８８０円）


